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(公印及び契印の押印は省略) 

 

平成 24年産米穀の飼料利用について 

 

このことについて、平成 24年 5月 18日付け 24生畜第 323号をもって、農林水産省生産

局畜産部畜産振興課長及び農産部穀物課長の連名で別添のとおり通知がありました。貴会

関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、平成 23 年産の米穀の流通・利用と同様、平成 24 年産の米穀であっ

ての家畜の飼料として利用するもの（新規需要米として生産される飼料米に限らず、主食

用米の規格外米やふるい下米、自家利用する主食用米の飼料利用など家畜の飼料として供

されるすべての米穀をいう）の流通・利用については、別添のとおり取り扱うこととした

旨、地方農政局に対し通知したので、本会会員への周知を依頼されたものです。 

   
 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

 日本獣医師会 事業担当 笹川 

 TEL  03－3475－1601 



sasakawa
写








	24-63-（平成24年産米穀の飼料利用について）
	24生畜第323号・写

